
１．序　論

　水源林の保全事業に充てることを目的に、自治

体によって設立された水道水源保全基金１）の総数

は、全国で４７件を超えており現在も増加傾向にあ

る２）。本研究では、その中でも愛知県豊田市によ

り考案され、平成６年に制度化された積立金の調

達方式について調査した。豊田市の方式とは、水

道料金への上乗せを通じて市民から基金への積立

金を徴収し、その一部を取崩し事業費に充てると

いうものである。今回の調査により、当方式を取

り入れた基金の導入事例を６件把握することがで

きた （平成１８年１１月時点）。
　本稿では、次章の第１節で、基金の積立状況と

事業の実施状況を整理する。第２節では、Ueda 
et al.（２００６）により提示された「社会起業家のエ

コ商品スキームによる公共財供給モデル」を分析

の理論的枠組みとして採用し、以下のように水道

水源保全事業を定式化する。

�自治体は、市民にとって安定的な需要がある私

的財として水道水を選択し、それをエコ商品と

する。

�このエコ商品の純収益の一部を、市民にとって

の共通利益 （水源林の保全） を実現するために充
てることを確約し、自らが管理する基金に積み

立てる。

�基金の一部を取崩し、実際の水道水源保全事業

に充てる。事業の実施段階において、自治体は

事業全般の管理機能を担う。

第３節では、この定式化を踏まえ、事業主体とし

ての自治体の問題点を指摘し、仮説を提示する。

第３章では、Ueda et al.（２００６）のモデルを応用
し、仮説の論証を行う。第４章では、結論を示す。

２．自治体の水道水源保全基金と事業状況

�　基金事例の概要
　愛知県豊田市（図表１） は平成６年４月より、
水源林の保全を目的とし、水道料金のうち「使用

量１�（トン）当り１円」を豊田市水道水源保全
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要　　　旨
　水源林の保全に充てることを目的として、基金を設立する地方自治体が増加している。本研究では、

代表的な事例である愛知県豊田市が考案した積立金の調達方式と、基金の現状を調査したうえで、「社会

起業家の非営利ビジネスモデル」の視点から当基金の問題点を指摘し、以下のような仮説を提示した。

自治体の行政当局が森林保全事業よりも基金の積立そのものを優先している理由は、水源林の保全に対

する選好が弱く、管理労働が効率的でないためである。また、水源基金は予算規模拡大の一つの手段と

して利用されつつある。本稿では、「社会起業家のエコ商品スキームによる公共財供給モデル」の理論的

枠組みに基づき、上記の仮説を論証した。

キーワード：エコ商品、水源基金、社会起業家

 
１） 本稿では、上流域の水源林保全を目的とした自治体
の基金を「水道水源保全基金」に統一して呼称する。
２） 資料：平成１３年３月の厚生労働省および林野庁調査
に基づく。
（http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/sui-
do/jouhou/suisitu/o５.html）
（http://www.rinya.maff.go.jp/seisaku/sesakusyoukai/
suigen/s-１.pdf）



基金として積立てている。当基金の設置根拠は豊

田市基金条例３）の策定であり、目標額は当面１０年

間で５億円程度である。平成１８年３月末現在の積

立残額は約４億円であり、平成１１年度まで取崩は

為されていなかった。一方、「貯めるだけでなく、

早く活用してほしい。」という市民の要望を受け、

平成１２年１１月より、年収入額のうち概ね半額を人

工林の間伐事業に充てている。当事業は、放置さ

れた私有の人工林 （１１年生以上） の中から２ヘク
タール以上の区域を「水源保全林」として選定し、

間伐を中心とした公的管理を２０年間にわたって行

うものである。平成１７年度の間伐面積は、６４ヘク

タールであった。年収に占める事業への配分額の

決定は、行政当局の裁量に委ねられている。

　水源林の保全を目的とし、使用水量に応じて一

定額を料金に上乗せする積立金の調達方式は、豊

田市が全国に先駆けて制度化した。豊田市以外で

は、以下で紹介する５件の導入事例を把握するこ

とができた （比較検討の便宜上、豊田市の形式に
統一するため、各基金の積立状況の表記に変更を

加えた） 。
　岐阜県恵那市（図表２） は「水道水源保全のた
めの諸事業及び助成の資金に充てるため （森林保
全のみに充てるわけではない） 。」との目的で、平
成１１年に「恵那市水道水源地保全かん養基金」の

積立を開始した。平成１５年度まで取崩は為されて
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 図表１　豊田市水道水源保全基金積立状況 単位：円

年度末残額年度積立額事　業　費年 収 入 額年　度

３９，２８１，０１４３９，２８１，０１４０３９，２８１，０１４平成６年度

８４，３３７，７５２４５，０５６，７３８０４５，０５６，７３８平成７年度

１２９，９３７，７５２４５，６００，００００４５，６００，０００平成８年度

１７７，１３７，７５２４７，２００，００００４７，２００，０００平成９年度

２２４，３８７，７５２４７，２５０，００００４７，２５０，０００平成１０年度

２７２，４０５，７５２４８，０１８，００００４８，０１８，０００平成１１年度

２９９，９０７，０００２７，５０１，２４８１９，３６５，１５３４６，９５６，２３６平成１２年度

３２４，１２６，０００２４，２１９，０００２２，１０８，８０２４６，９２４，０００平成１３年度

３３８，４００，０００１４，２７４，０００２９，６３４，０５６４４，２５３，１６５平成１４年度

３５１，７００，０００１３，３００，０００２８，８６５，８２９４３，２１９，８９８平成１５年度

３７０，６２５，０００１８，９２５，０００２４，８８０，８８１４４，４９８，９７５平成１６年度

３９７，７８４，０００２７，１５９，０００１６，５２９，５３１４５，３７６，６４８平成１７年度

　３９７，７８４，０００１４１，３８４，２５２５４３，６３４，６７４合　計

出所：豊田市森林課提供。

 図表２　恵那市水道水源地保全かん養基金積立状況 単位：円

年度末残額年度積立額事　業　費年 収 入 額年　度

２，０００，０００２，０００，００００２，０００，０００平成１１年度

４，０１３，０００２，０１３，００００２，０１３，０００平成１２年度

６，０３７，０００２，０２４，００００２，０２４，０００平成１３年度

８，０７１，０００２，０３４，００００２，０３４，０００平成１４年度

１０，０９４，０００２，０２３，００００２，０２３，０００平成１５年度

１１，１０５，０００１，０１１，０００１，０００，０００２，０１１，０００平成１６年度

１２，９１１，０００１，８０６，０００２００，０００２，００６，０００平成１７年度

　１２，９１１，０００１，２００，０００１４，１１１，０００合　計

出所：恵那市財務課提供の資料に基づき作成。
変更：「積立」を「年収入額」に、「取崩」を「事業費」に改めた。「年収入額」か

ら「事業費」を差し引いた額を「年度積立額」として付記した。

 
３） 原田 （２００１） によれば、平成５年度の水道料金改定時
に、基金の設置と拠出の徴収方法とが水道事業審議会
の答申に盛り込まれた。それを受け、同年１２月の市議
会において、水道料金の改定とともに基金の積立と水
源保全事業とを実施するための「豊田市水道水源保全
事業特別会計」の設置が、大きな反対もなく議決された。



おらず、平成１６年度以降の取崩は、以下で紹介す

る実験への助成金であり、平成１７年度まで森林保

全事業に対する実績はないとの返答を得た４）。平

成１６年度の取崩は、県立恵那農業高校の生徒によ

る阿木川ダム湖での実験費用への助成に充てられ

た。実験内容は、「空心菜の栽培によりプランクト

ンを減少させ、良好な水源を確保する」とのもの

である。また、平成１７年度の取崩は、土地改良区

における不耕起栽培の実験費用への助

成に充てられた。実験内容は、「田を不耕起にする

ことによるチッ素等の減少が、田の排水にどのよ

うに影響するか調査する」とのものである。

　愛知中部水道企業団（図表３） は、豊明市、日
進市、愛知郡東郷町、愛知郡長久手町、西加茂郡

三好町および名古屋市緑区鳴海町の一部の地域住

民に対して、上水道の供給を行っている特別地方

公共団体である。「水源地域の森林保護・育成など

水道水源環境保全事業に充てること。」を目的とし

て、平成１３年に「水道水源環境保全基金」の積立

を開始した。平成１６年度まで取崩は為されておら

ず、平成１７年４月に、上流の長野県木曽広域連合

との共同負担による「水源の森」森林整備協定造

林事業が開始された。当事業は、水道水源環境保

全基金からの拠出金に、木曽広域連合の木曽森林

保全基金 （平成１６年３月、積立開始） からの拠出金
を加えて投入し、国や県からの補助金も利用し、

人工林の間伐事業を実施するものである。事業開

始から１８年後までに、約１万４千ヘクタールの間

伐を行う計画である。

　愛知県蒲郡市（図表４）は「水道用水を将来に
わたり良質な状態で安定的に確保することと、市

民が水の大切さ、水源地に対する認識をさらに深

めること。」を目的として、「蒲郡市水道水源基金」

の積立を平成１３年に開始した。事業は平成１４年か

ら実施されており、例年、間伐材利用促進事業と

して木製ベンチやテーブルの製作、水源地域交流

事業として設楽町や鳳来町との交流、かがやきの

森体験事業、設楽町のお祭りへの観光ブース出展、

水源地視察などが行われている。以上は蒲郡市の

独自事業であり、平成１７年度から参画した（財）
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 図表３　愛知中部水道企業団水道水源環境保全基金積立状況 単位：円

年度末残額年度積立額事　業　費年 収 入 額年　度

５，４９７，４９６５，４９７，４９６０５，４９７，４９６平成１３年度

３５，６３８，４９７３０，１４１，００１０３０，１４１，００１平成１４年度

６５，９１０，３５３３０，２７１，８５６０３０，２７１，８５６平成１５年度

９６，５５３，９５９３０，６４３，６０６０３０，６４３，６０６平成１６年度

１０７，６８０，５７９１１，１２６，６２０２１，８５９，３３２３２，９８５，９５２平成１７年度

　１０７，６８０，５７９２１，８５９，３３２１２９，５３９，９１１合　計

出所：愛知中部水道企業団経営推進課提供の資料に基づき作成。
変更：「年度積立額」を「年収入額」に改め、「年収入額」から「事業費」を差し引

いた額を「年度積立額」として付記した。

 図表４　蒲郡市水道水源基金積立状況 単位：円

年度末残額年度積立額事　業　費年 収 入 額年　度

２，８６５，９０６２，８６５，９０６０２，８６５，９０６平成１３年度

１１，４３８，１１６８，５７２，２１０１，５２０，７７５１０，０９２，９８５平成１４年度

１９，７０１，０７８８，２６２，９６２１，９７４，１０６１０，２３７，０６８平成１５年度

２８，３３８，０９２８，６３７，０１４１，７６３，３７１１０，４００，３８５平成１６年度

２６，７８３，４５７－１，５５４，６３５１１，９６５，７６６１０，４１１，１３１平成１７年度

　２６，７８３，４５７１７，２２４，０１８４４，００７，４７５合　計

出所：蒲郡市企画部企画広報課提供の資料に基づき作成。
変更：「積立金」を「年収入額」、「取崩額」を「事業費」、「差引残額」を「年度積

立額」、「基金残高」を「年度末残額」に、それぞれ改めた。
備考：平成１７年度の事業費の内、￥１０，２２５，８３１　（水道使用量１�あたり１円）　は、

豊川水源基金への拠出金である。

 
４） 事業実績に対する恵那市財務課の返答。



豊川水源基金の事業とは区別される。また、取崩

は、上記の事業以外にも分収育林保険料の支払い

と平成１４年に入会した森林交付税創設促進連盟の

会費支払いにも充てられている。

　静岡県旧水窪町（図表５）は「町内森林の水源
涵養機能の高度発揮と自然環境の保全を図るため、

水源地域の森林整備を促進する経費の財源に充て

ると共に、町内外に森林を持つ公益機能の重要性、

必要性をアピールするため。」との目的で、「水窪

町水源の森づくり基金」の積立を平成８年に開始

した。平成１４年度の取崩は、東京都杉並区で開催

された環境博に出席するための研修費に充てられ、

平成１６年度の取崩は、森林整備活動補助金という

名目で、「水窪プレンティアの森の会」への補助金

に充てられた。水窪プレンティアの森の会とは、

山間部が受け皿となり都市部がボランティアを組

織して共に取り組む森林レジャー活動を推進する

NPO である。主な活動としては、下流域の人が森
でどんぐりを拾い、それを自宅に持ち帰り苗木に

育て森に植え戻すという「どんぐりの里親」事業

と、市有林１．２ヘクタールを借り受けて「プレン

ティアの森」と名付け、ブナやナラ等の広葉樹の

自然林復元を目指すという「プレンティアの森」

活動事業があげられる。
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 図表５　旧水窪町水源の森づくり基金積立状況 単位：円

年度末残額年度積立額事　業　費
年　 収　 入　 額

年　度
利　子　積　立寄附金積立算定基金積立

５８９，９００５８９，９００００１５３，９００４３６，０００平成　８年度

１，４１３，３７５８２３，４７５０１，４７６３８７，９９９４３４，０００平成　９年度

２，２０２，７５５７８９，３８００３，５３１３６３，８４９４２２，０００平成１０年度

２，８７８，７９４６７６，０３９０４，６０１２６４，４３８４０７，０００平成１１年度

３，５５８，１６４６７９，３７００４，１２７２６７，２４３４０８，０００平成１２年度

４，２７１，６６６７１３，５０２０１，４１９３０５，０８３４０７，０００平成１３年度

４，４７９，０２０２０７，３５４３００，０００４，５６１１０４，７９３３９８，０００平成１４年度

５，４４７，０４８９６８，０２８０４５５８７，９８３３８０，０００平成１５年度

４，１１５，２１０－１，３３１，８３８２，０００，０００４６３０３，１１６３６５，０００平成１６年度

　４，１１５，２１０２，３００，０００１９，８０６２，７３８，４０４３，６５７，０００合　計

出所：浜松市水窪総合事務所産業振興課提供の資料に基づき作成。
変更：「算定基金積立」、「寄附金積立」、「利子積立」をまとめて「年収入額」とした。

「小計」を「年度積立額」に、「累計」を「年度末残額」に改めた。
備考：算定基金積立が、水道使用量１�あたり１円である。

当基金は平成１７年７月１日の市町村合併により浜松市に引き継がれ、「浜松市森林環境基金」の一部となっ
た。

 図表６　福岡市水道水源かん養事業基金積立状況 単位：円

年度末残額年度積立額事　業　費年　収　入　額年　度

１３７，７９２，０００１３７，７９２，００００１３７，７９２，０００平成９年度

２７５，５７５，０００１３７，４８３，０００２，０００，０００１３９，４８３，０００平成１０年度

４０４，１８２，０００１２８，９０７，０００１０，４５０，０００１３９，３５７，０００平成１１年度

５３１，７８６，０００１２７，６０４，０００１３，５７０，０００１４１，１７４，０００平成１２年度

６６１，１０４，０００１２９，３１８，０００１３，２４０，０００１４２，５５８，０００平成１３年度

７９５，０９５，０００１３３，９９０，０００９，５０３，０００１４３，４９３，０００平成１４年度

９２５，０９８，０００１３０，００３，０００１３，３００，０００１４３，３０３，０００平成１５年度

１，０４０，９８２，０００１１５，８８４，０００２９，０９８，０００１４４，９８２，０００平成１６年度

１，１１４，４０３，０００７３，４２２，０００７２，８２３，０００１４６，２４５，０００平成１７年度

　１，１１４，４０３，０００１６３，９８４，０００１，２７８，３８７，０００合　計

出所：福岡市水道局流域連携課提供の資料に基づき作成。
変更：「年度積立額」を「年収入額」に改め、「年収入額」から「事業費」を差し引いた額を

「年度積立額」として付記した。「積立額残高」を「年度末残額」に改めた。
備考：「年度末残額」は基金から生じる運用利息も含む。



　福岡県福岡市（図表６）は「水源林の整備や水
源地域との交流事業などを行うことにより、水道

水源のかん養機能の向上や水源地域の活性化を図

ること。」を目的として、「福岡市水道水源かん養

事業基金」の積立を平成９年に開始した。上述の

基金事例とは異なり、使用水量１�当たり徴収し

ている１円の内訳は、水道会計、一般会計から各

０．５円である。取崩は、市内ダム周辺の集水区域に

おける水源林整備、筑後川上流の水源地域自治体

との連携による水源林整備、水源地域交流事業へ

の助成などに充てられている。巨額な年収入額に

対する事業費の割合について問い合わせたところ、

「基金の活用事業については、学識経験者等で構成

した運営委員会で協議いただいています。これま

では、積立が主で、事業費は少ない状況ですが、

基金残高も１０億円を超えたこと等から、今後は水

源林整備をメインに、本格的に活用していく予定

としています。」との返答を得た５）。また、福岡市

は当基金以外にも（財）福岡県水源の森基金およ

び（財）筑後川水源地域対策基金に参画している。

�　「社会起業家の非営利ビジネスモデル」に基づ
く水道水源保全事業の定式化
　前節で整理した自治体の水道水源保全事業は、

「エコ商品スキームによる公共財供給モデル」とし

て、定式化できる。まず、Ueda et al.（２００６）の
モデルに従い、「社会起業家のエコ商品スキームに

よる公共財供給モデル」の枠組みを明記する。

　ある未組織のグループに属す受益者を対象とし

て、公共財の供給主体である社会起業家が、以下

のようなビジネス・スキームを実施する。

�グループメンバーにとって需要が存在する適当

な私的財を選定し、それをエコ商品とする。

�このエコ商品の純収益の一部は、メンバーに

とっての共通利益 （公共財の供給） を実現するた
めに使用されるということを確約したうえで、

エコ商品を販売する。

�この純収益の一部が、実際に公共財を供給する

ために支出される。

�純収益を算定する際には、社会起業家に対する

サラリーの支払いが差し引かれている。すなわ

ち、社会起業家はエコ商品スキームの実行に対

する見返りとしてサラリーを得、共通利益の実

現からも追加的便益を得る。

　以下では、上記の枠組みに基づき、自治体の水

道水源保全事業を定式化する。自治体は、住民に

とって安定的な需要が存在している私的財として

水道水を選択し、それをエコ商品と位置づける。

次に、このエコ商品の純収益の一部を、住民全体

の共通利益の実現 （水源林の保全） に充てることを
確約し、自らが管理する基金に積み立てる。最後

に、基金の一部を取崩し、実際の水道水源保全事

業費に充てる。この段階において、自治体は事業

全般を管理する機能を果たさなければならない。

調査の結果、当機能は間伐労働の委託調整業務と

助成先の調査・選定業務に大別される。間伐自体

は地域の林業者が受託し実施されており、委託調

整の主な業務は当該区域における事業規模の決定

であると考えられ、その効率性はほぼ一定である。

助成先の調査・選定業務については、管理労働の

効率性が事業実績に影響を与える。Ueda（２００５）
は、「金銭的な報酬のみならず、共通利益、もしく

はミッションの実現からも効用を得る起業家」を

社会起業家と定義した。また、社会起業家が担う

リーダーシップ機能として、組織化機能と管理機

能をあげている。前者は、ある社会制度や協調制

度に関するアイディアの創案、説得、社会的合意

形成など、制度が確立されるまでに必要な機能で

ある。水道水源保全事業を制度化するために必要

であった一般住民の組織化は、議会における集合

的決定という形で成し遂げられている。当事業の

管理機能については、上述したとおりである。こ

の社会起業家の概念を用いれば、自治体はその機

能的役割を果たしている。また、通常、このよう

なビジネス・スキームは非営利事業として実施さ

れる。その理由は、供給主体が非分配制約を負う

ことによって、エコ商品スキームの履行に対する

消費者の信頼が高まるからである。これは、Hans-
mann（１９８０）や Fama（１９８３）によって指摘され
たように、非対称情報問題を緩和する。以上より、

自治体の水道水源保全事業は、「エコ商品スキーム

による公共財供給モデル」として定式化が可能で

ある。

�　問題点
　上記のようなモデルを、Ueda et al.（２００６）は、
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５） 事業実績に対する福岡市水道局流域連携課の返答。



「社会起業家のエコ商品スキームによる公共財供給

モデル」として定式化し、以下のように結論付け

ている。社会起業家は、公共財に対する選好が強

く、公共財供給における管理労働の効率性が高い

ため、自身のサラリー水準を低く設定する。また、

社会起業家の存在により、起業家以外のプレイ

ヤーはエコ商品の消費量を増加させる。それを受

け、公共財の供給水準が増加する。この結論を念

頭に、「エコ商品スキームによる公共財供給モデ

ル」としての水道水源保全事業の問題点を指摘す

る。

　豊田市 （図表１） を検討すると、年収入額に占め
る年度積立額は、平成１２年度以降、増減はありな

がらも一定額を確保している。また、市民から事

業の実施要請があがるまで、使途の未決定を理由

に平成１１年度まで事業は手付かずであった。水道

料金への上乗せの目的が水源林の保全のみである

ならば、初年度より毎年次、年度積立額を最低水

準に設定し、年収のより多くを事業費に充てるは

ずである。他の自治体に対しても同様のことがい

える。Niskanen（１９７１, p. ３８）は、「官僚の目的は、
俸給、役得、公的な評価、権力、官職任命権、組

織の活動と安定である。」と論じた。さらに、Bu-
chanan（１９７５, p. １６１）は官僚の選好について次の
ように提起した。「官僚の俸給と労働条件は、官僚

自らの裁量によって操作可能である。制度上、彼

等は自らが属す組織を強化するように動機付けら

れ、予算規模が過度に拡大する恐れがある。」 自治
体による基金の積立に比重を置いた行動は、上記

の指摘に当てはまる。また、愛知県蒲郡市や静岡

県旧水窪町など、基金の設立目的に対する事業の

妥当性に疑問符をつけざるを得ないような事例も

見受けられる。調査結果に基づくこれまでの議論

から、以下の仮説を提示する。

仮説
自治体が事業よりも基金への積立を優先してい

る理由は、水源林の保全に対する選好が弱く、

管理労働が効率的でないためである。

次節では、「社会起業家のエコ商品スキームによる

公共財供給モデル」を応用し、この仮説を裏付け

る。

３．仮説の論証

　本章では、前章で提示した仮説を裏付けるため、

Ueda et al.（２００６）のモデルを応用する。モデル
の枠組みで、自治体の基金積立行動を分析するた

めには、モデル設定に次のような仮定を加える必

要がある。

仮定１：n 人のプレイヤーの予算制約に、Mark-
up rate （値上率） を組み込む。

仮定２：エコ商品の売上は、公共財供給には用い

られない。

仮定１により、上乗せは住民の水道消費量の決定

に影響を与えると考えることが可能となる。仮定

２は、事業は水道料金への上乗せ額のみを原資と

して実施されていることから、現実を反映したも

のである。以上の設定変更により、モデルの枠組

み内で仮説を論証することが可能となる。モデル

設定は以下のとおりである。

�同質な選好をもつ n 人のプレイヤーと、１人の
社会起業家から構成される地域経済を想定す

る６）。

�社会起業家は、一定額を料金に上乗せしエコ商

品を販売する。上乗せ額の合計 （以下、拠出総
額） の一定比率が、公共財供給の原資となる。
� n 人のプレイヤーは、エコ商品スキームを念頭
に、エコ商品を購入する。

�公共財は、３段階の完全情報ゲームを経て、社

会起業家によって供給される。各段階における

各プレイヤーの戦略は、以下のとおりである。

１段階目 （社会起業家による配分の決定）
：社会起業家は、拠出総額に対する配分割合 
(   ) を決定する。拠出総額に θ を乗じた額
が社会起業家のサラリーとなり、(   ) を乗じた
額が公共財供給の原資となる７）。

２段階目 （ n 人のプレイヤーによる消費水準の決
定）
：n人のプレイヤーは、θ を所与とし、エコ商品の
消費量が社会起業家による公共財供給の管理労働

0 1≤ ≤θ
1−θ
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６） n 人のプレイヤーを「住民」に、１人の社会起業家
を「自治体の行政当局」と読みかえる。
７） サラリーを「基金の積立額」に、公共財供給の原資
を「事業費」と読みかえる。



水準に影響を与えることを念頭に、自身の利得を

最大化するようにエコ商品の最適消費量 x を決定
する。これを受け、社会起業家は拠出総額を得る。

３段階目 （社会起業家による管理労働水準の決定）
：社会起業家は、拠出総額を所与とし、管理労働

水準 e を決定する。公共財の総供給量 G は、拠出
総額と e に依存する。

�３段階ゲームにおける各プレイヤーの利得関数

と予算制約を設定する。単純化のために、割引

率はゼロとする。n 人のプレイヤーの利得 U は、
ニュメレール財 Lとエコ商品 xと公共財 Gの準
線形関数である。

　�　 

  であり、 が十分大きいことを

仮定する。  を仮定する。
　n 人のプレイヤーは、初期の所得量 I をニュメ
レール財とエコ商品の消費に充てる。予算制約を、

次のように定義する。

　�　 

エコ商品一単位当りの販売額を とする。

エコ商品の単価は１であり、α は Mark-up rateで
ある。が α x 料金上乗せによる拠出額となる。
  であり、所与の定数である。
拠出総額を とする。

また、エコ商品の生産費用を X とする。
純収益は、   となる。これは、エ

コ商品販売事業の収支は均衡しており、エコ商品

そのものの売上は、公共財供給に用いられないこ

ととする仮定である。上述したように、水道水源

保全事業は水道料金への上乗せ額のみを原資とし

て実施されてるため、現実的な仮定である。

　社会起業家の利得 Π は、ニュメレール財 LEと

公共財 G の準線形関数である。

　�　 

  を仮定する。社会起業
家自身はエコ商品を消費しないこととする。社会

起業家の予算制約を次のように定義する。

　�　 

y は拠出総額に θ を乗じた額、すなわち社会起業

U L x G L f x v G( , , ) ( ) ( ).= + +

′ > ′′ <f f0 0, , ′f ( )0
′ > ′′ ≤v v0 0, ,

I L px= + .

p = +1 α

0 1< <α ,
α αX n x:= ⋅

( )1+ − =α αX X X

∏ = +( , ) ( ).L G L v GE E E

v v G vE E E( ) , ( ) , ,0 0 0 0= ′ > ′′ ≤

I y L eE E+ = + .

家のサラリーである。y の定義は後述の�式であ
る。

�公共財供給に要する管理労働の効率性を、 
と定義する。

　 を仮定す

る。

�公共財供給に割当てられる額を次のように定義

する８）。

　�　 

�公共財の供給関数を次のように定義する。

　�　 

�社会起業家のサラリーを、次のように定義す

る９）。

　�　 

　以上のモデル設定の下で、３段階ゲームにおけ

る各プレイヤーの動機分析を行う。後ろ向き帰納

法の論理に従い、各段階における各プレイヤーの

最適戦略を示し、それを基に分析を行った結果、

下記の命題が導出される （分析の詳細と命題の証
明は付論を参照）。

命題
　自治体の行政当局が、水源林の保全という公共

財に対して強い選好をもち、かつ、公共財供給

において、効率的な管理労働能力を有す場合、

自治体は基金への積立額を低水準に設定する。

　この命題が示すように、自治体の管理労働が効

率的であり、水源林保全に対する選好が強ければ

強いほど、基金への年度積立額はゼロに近づく。

前章で指摘したように、図表１の年度積立額には、

平成１２年度以降、一定額が割当てられている。ま

た、市民から事業の実施を要請されるまで、平成

１１年度まで事業は行われていなかった。料金上乗

せの目的が水源林の保全のみであるならば、毎年

ψ ( )e

ψ ψ ψ ψ( ) , ( ) , ( ) , ( ) ,0 0 0 0 0 0= ′ > ′ > ′′ <e e

z X X( , ): ( ) .θ θ α= −1

G e X= −ψ θ α( )( ) .1

y X z= ⋅ = −θ α θ θ( ).1
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８） z を「事業費」と読みかえる。
９） y を「基金への積立額」と読みかえる。



次、年収のすべてを事業に充てるはずである。加

えて、基金の設立目的と実際の事業内容との間に

乖離が生じているような事例もある。以上より、

基金への積立に比重を置いた自治体の行動は、水

源林保全という公共財への選好が弱く、助成先の

調査・選定業務を含む管理労働が効率的でないこ

とに基因する。よって、仮説は論証された。

４．結論

　本稿では、水源林の保全を目的として自治体が

設立した基金のうち、豊田市の方式を取り入れた

事例を調査し、問題点を指摘した。以下、結論を

述べる。自治体の行政当局が水道水源保全事業よ

りも基金の積立そのものを優先している理由は、

水源林保全に対する選好が弱く、管理労働が非効

率であるためである。これは、年収の内訳、市民

から実施要請を受け事業を開始したこと、間伐以

外の事業実態などから推測される。また、年度積

立額の決定は行政当局の裁量に委ねられており、

基金と「豊田市水道水源保全事業特別会計」の設

置は、予算規模拡大の一つの手段であると解釈で

きる。以上の結論は、本稿で取り上げた全自治体

に対してもいえることである。

　この資金調達方式は目的消費税の徴税方法とな

んら変わらないが、徴収した拠出金を基金に積立

てる点が異なる。官僚にとって当方式は、導入が

容易で有効な資金調達方法である。本来、歳出の

徹底した見直しと削減が優先事項である。自治体

住民は、基金の取崩による事業規模の拡大を求め

るとともに、森林保全を利用した新たな徴収とい

う観点から、当基金を批判的に精査、検討せねば

ならない。

付論： 証明

　３段階ゲームにおける各プレイヤーの動機分析

を行う。後ろ向き帰納法の論理に従い、各段階に

おける各プレイヤーの最適戦略を示し、それを基

に分析を行う。単純化のために、公共財からの便

益 は、共に線形関数であることを仮定

する。すなわち、正の定数 v と vE に対して、

 であり、 であるとする。

v G v GE( ), ( )

v G vG( ) = v G v GE E( ) =

�　３段階目における最適戦略： 社会起業家によ
る管理労働水準の決定．
�、�、�、�式より、社会起業家の利得関数は、

下記のように書き改められる。

　�　 

z を所与とし、�式を e で偏微分すると、

  であり、Π は concave 型で

あるので、�式が導かれる。

　�　 

�式は、以下のことを含意している。

管理労働の最適水準は z の関数として導かれる。
すなわち、  である。ψ が strictly 
concave 型であり、右辺の値は一定であるから、
  である。�式より、X を一定とした場合、
θ の値が減少すると z の値は増加する。逆に、θ
の値が増加すると、zの値は減少し yの値は増加し、
eはより小さい値となる。後述するように、Xに対
する θ の間接的な効果を考慮したとしても上記の
こ と は い え る。ま た、 で あ る と き、

  となり、公共財は供給されない。すな
わち、拠出総額のすべてが社会起業家のサラリー

となる場合、社会起業家は管理労働を行わない。

　続いて、�式より、�式が導かれる。

　�　 

�式は、以下のことを含意している。

エコ商品の消費量が増加するのに伴い拠出総額が

増加すると、管理労働水準は増加する。後述する

ように、この関係によりエコ商品スキームは n 人
のプレイヤーに容認される。

　X を所与としたとき、（θ をある値に設定した）
社会起業家による公共財の最適供給量を�式とし

て定義する。

　�　 

また、前述の z と θ の関係より、下記の関係がい
える。

　�　 

�式は、θ の値が増加すると公共財の最適供給量
が減少することを意味している。

∏ = − + − +( , ) ( ) ( ) .e z I e z v e zE Eθ θ ψ1

∂∏
∂

= − + ′
e

v e zE1 ψ ( ) ,

′ =ψ ( ) .e z vE1

e e z e z X= =( ) ( ( , )),θ

′ >e z( ) ,0

θ = 1
z e= =0 0, ,

∂
∂

= ′ ⋅ ∂
∂

= ′ ⋅ − >e
X

e z X
z
X

e z( ( , )) ( ) ( ) .θ θ α1 0

G X e z X z X( , ): ( ( ( , )) ( , ).θ ψ θ θ= ⋅

G
G

e z
z

θ θ
ψ ψ

θ
: ( ( ) ) .= ∂

∂
= ′ ⋅ ′ + ⋅ ∂

∂
< 0
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また、下記の関係がいえる。

　�　 

�式は、エコ商品の消費量が増加すると、公共財

の最適供給量が増加することを意味している。

�　２段階目における最適戦略： n 人のプレイ
ヤーによる消費水準の決定．
�、�、�、�式より、n 人のプレイヤーの利得
関数は下記のように書き改められる。

　�　 

n のプレイヤーは θ を所与とし、エコ商品スキー
ムを念頭に、利得を最大化するように消費水準 x
を決定する。

�式を x について偏微分し、�式が導かれる。

　�　 

�式の解、すなわち、最適消費水準を  
とし、  とする。
　n 人のプレイヤーがエコ商品スキームの存在を
知らない場合、もしくは、スキームが存在しない

場合の消費水準を下記のように定義する。

　 

エコ商品スキームが n 人のプレイヤーに容認され
るとき、 である。

f(x) は concave 型であり、�式から下記の関係が
導かれる。

　 　⇔　 

よって、�、�、�式から下記の関係が導かれる。

　�　 　⇔　 　⇔　 

�式は、以下のことを含意している。

エコ商品消費量の増加に社会起業家が刺激され、

管理労働水準を増加させるための必要十分条件は、

エコ商品スキームが n 人のプレイヤーに容認され
ることである。

　以上より、下記の命題が導き出される。

命題１

　  を仮定するとき、 である。

G
G
XX : .= ∂

∂
> 0

U x I x f x vG nx( ; ) ( ) ( ) ( , ).θ α θ= − + + +1

− + + ′ + =( ) ( ) ( , ) .1 0α θf x vnG nxx

x x= ( ),θ
X nx( ) ( ),θ θ=

x f x x
x0 1= − +argmax[ ( ) ( ) ].α

x x( )θ > 0

x x( )θ > 0 GX > 0.

∂
∂

>e
X

0 x x( )θ > 0
∂
∂

>G
X

0.

′′′ ≥ψ 0, dx
dθ

< 0

すなわち、θ の値が減少した場合、エコ商品の
消費量は増加する。

（証明）

本モデル設定と仮定は、Ueda et al.（２００６）の
Result １. の条件を満たすため、命題１がいえる。

 （証明終わり）

命題１は、θ の値が減少した場合、エコ商品の消
費量が増加し、公共財の供給水準が増加すること

を示している。また、θ の間接的な効果として、
�式で示したように、消費量の増加は、社会起業

家による管理労働水準の増加を促す。

　続く命題２は、管理労働水準に対する θ の効果
を示す。最適管理労働水準 に最適消費

水準を 代入し とする。

命題２

　   を仮定するとき、 である。

すなわち、θ の値が減少した場合、管理労働水
準は増加する。

（証明）

本モデルの設定と仮定は、Ueda et al.（２００６）の
Result ２. の条件を満たすため、命題２がいえる。

 （証明終わり）

命題２は�式の含意を補強するものであり、社会

起業家が θ を低水準に設定する場合、公共財の供
給量が増加することを結論付ける。

�　１段階目における最適戦略： 社会起業家によ
る配分の決定．
　社会起業家は、３段階ゲームの初期時点で θ の
値を決定する。利得関数は次のように書き改めら

れる。

　�　 

　　　 

　次に、３段階ゲームに対する社会起業家の参加

制約を記す。社会起業家は、現状以上の利得が得

られなければエコ商品スキームを開始しない。ま

た、公共財を供給しない場合以上の利得が得られ

e z X( ( , ))θ
x( )θ E e z X( ): ( ( ( ), ))θ θ θ=

′′′ ≥ψ 0, dE
dθ

< 0

∏
= − + ⋅ −
+

[ , ( ), ( )]
( ) ( ( ), ) ( )

( ( )) ( ( ), )

θ θ θ
θ θ θ θ θ

ψ θ θ θ

X E
I E z X
v E z X

E

E

1

= − + + −I E v E XE E( ) [ ( ) ( ( ))] .θ θ θ ψ θ α1
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なければ管理労働を行わない。  すなわち、
公共財が供給されない場合の消費量の合計を

 と定義する。社会起業家の参加制約は、

ある最適な θ に対して、下記のように定義される。

　�　 

以下で、社会起業家の公共財からの便益 の値が
十分大きく が十分大きいと仮定されるとき、

�式が満たされることをみていく。の最適水準は、

下記のようになる。

　�　 

�式において であり、先述のように、

 である。�式と�式の含意よ

り、  である。曲線 は

 の曲線群の包絡線であることから、包絡

線定理より、

 であり、

�式が導かれる。命題１より、右辺第一項の値は

負である。そのため、右辺第二項に着眼すると、

社会起業家が公共財よりも私的便益に対して強い

選好を持つ場合、すなわち である場合、

 である。これは、公共財からの便益 
が低く、かつ管理労働の効率性 が低い社会起

業家は、公共財供給よりも私的便益の増加を優先

させることを含意している。

　ここで、  であるような   が存
在することを仮定するとき、

  である。

さらに、すべての に対して、

  であり、このとき、�式の

意味において、エコ商品スキームは n 人のプレイ
ヤーに容認されている。

　命題２より、すべての に対して、

  であり、また、命題
１より である。さらに、�式の関係

を考慮すると、  であり、

θ = 1,

X nx0 0:=
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d X E
d
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θ θ< 0

d X E
d
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v E v EE Eψ θ ψ θ( ( )) ( ( )) ,> ≥0 1
X X( ) ( )θ θ> 0

α θ α θX X( ) ( ) ,> >0 0

 は正にはなり得ない。すなわち、

  であるような基準値   が存在す
るならば、社会起業家はより低い値の   を望む。
　以上のことは、下記の命題に集約される。

命題３
　社会起業家が公共財に対して強い選好をもち、

かつ、より効率的な管理労働能力を有す場合、

すなわち、  であるような   が
存在する場合、すべての に対して、

  である。

命題３は、合理的な社会起業家が低水準なサラ

リーの下でもミッションを遂行できる根拠につい

て述べている。また、社会起業家の公共財に対す

る選好と管理労働能力が補完関係にあることも含

意している。社会起業家が、θ を低水準に設定す
る場合、エコ商品スキームは n 人のプレイヤーに
容認され、公共財供給は高水準で実現する。
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The Problem of “Forest Fund” as Eco-goods schemes
――Based on the point of view of “the nonprofit making  

business model of social entrepreneur”――

Hikaru HONDA
Graduate School of Social Sciences, Hiroshima University

Abstract

　Local municipalities which establish a fund for the preservation of water-source forest are on the 
increase. This research investigated the fund of Aichi Prefecture Toyota City. Accumulated money from 
Toyota citizens to the fund are collected through the add-on to the water rates, and Toyota City assigns a 
part of the yearly income of add-on to the cost of forest preservation activity. Although the reserved fund 
increases smoothly, through my investigation, I found that the fund wasn’ t as for the original purpose of 
the forest preservation activity.
　From the point of view of “Private provision model of Public Goods through Eco-Goods schemes by 
social entrepreneur”, my analysis looks into this funding and points out the problems as following.
　The reason why local municipalities give priority to reservation of the fund rather than the forest 
preservation activity is because their preferences to preservation of water-source forest are weak, and 
management are inefficient. It was guessed from the allotment of the yearly income of add-on, as well 
from starting forest preservation activity after requests for execution was taken from citizens. A decision 
on the amount of year reserving is entrusted to bureaucracy’ s discretion, so funds are being used as one 
means of the budget scale expansion.
Key words : Eco-Goods, Forest Fund, Social Entrepreneur


